
 

地域再生基本方針の一部変更について 

 

平成 22 年４月 23 日 

閣 議 決 定 
 

地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第４条第５項の規定に基づき、

地域再生基本方針（平成 17 年４月 22 日閣議決定）の別表を別紙のと

おり変更する。 
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別表（地域再生計画と連動する施策）

雇用
再生

つな
がり

再チ
ヤレ

交流
連携

産業
活性

知の
拠点

温暖
対策

その
他

地域再生基盤強化交付
金

地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組
による地域経済の活性化、地域における雇用
機会の創出その他の地域の活力の再生を総合
的かつ効果的に推進するため、地域の特性に
応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生
活環境の整備を行う。

内閣府
農林水産省
国土交通省
環境省

◎

地域再生支援利子補給
金

認定地域再生計画に記載されている事業を行
う事業実施者に対して、内閣総理大臣から指
定を受けた金融機関が融資を行う場合に、予
算の範囲内で、国から利子補給金を支給する
もの。

内閣府

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

地域における男女共同
参画促進総合支援事業

地域における様々な課題解決のための実践的
な活動に関する先進事例の収集・分析・提供
や人材育成プログラムの開発、アドバイザー
派遣等による総合的な支援を行う。なお、ア
ドバイザー派遣の選定に当たって、地域再生
計画の認定を受けているものについては、一
定の配慮を行う。

内閣府

◎

地域資本市場育成のた
めの投資家教育プロ
ジェクトとの連携事業

「地域再生推進のためのプログラム」（平成
16年２月27日地域再生本部決定）では、国が
講ずるべき支援措置の１つとして「投資家教
育プロジェクトとの連携」が盛り込まれてい
るところである。この事業は、本支援措置を
内容とする地域再生計画の認定を受けた自治
体に対し、金融庁職員を講師として派遣する
などの支援を行う。

金融庁

◎

中小企業再生支援協議
会、整理回収機構等の
連携

地域経済の動向に甚大な影響を与えるといっ
た事態の発生に伴い、地域企業に対する再生
支援を含む各種施策を集中・連携して実施す
るため、地域再生計画の認定を踏まえ、当該
地域の地方公共団体において中小企業再生支
援協議会、整理回収機構等関係機関を含む連
絡調整組織を整備するとともに、当該地方公
共団体からの要請に応じ、企業再生実務に関
する説明会に対し、同協議会等が連携して専
門家を派遣する等、集中的に支援を行う。

経済産業省
金融庁

◎

公共施設を転用する事
業へのリニューアル債
の措置

既存の公共施設を地域活性化事業が目的とす
る地域の活性化を図るための施設に転用する
ための増改築等のリニューアル事業で、認定
地域再生計画に位置付けられた場合には、地
域活性化事業債の対象とする。

総務省

◎

ふるさと融資の限度額
拡大

地方公共団体が（財）地域総合整備財団の支
援を得て、地域振興に資する民間事業活動等
を対象として行うふるさと融資について、
「地域再生支援利子補給金」の支援措置を活
用した地域再生計画の認定を受けた地域に対
しては、一般の地域よりも有利な融資限度額
を適用する。

総務省

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（※）プログラム分類の欄について、「雇用再生」は地域の雇用再生プログラム、「つながり」は地域のつながり再生プログラム、「再
チャレ」は地域の再チャレンジ推進プログラム、「交流連携」は地域の交流・連携推進プログラム、「産業活性」は地域の産業活性化プロ
グラム、「知の拠点」は地域の知の拠点再生プログラム、「温暖対策」は地域の地球温暖化対策推進プログラム、「その他」は各プログラ
ムに属さない横断的に地域再生に役立つ施策群。

施 策 名 施 策 概 要 省 庁 名
プログラム分類（※）



雇用
再生

つな
がり

再チ
ヤレ

交流
連携

産業
活性

知の
拠点

温暖
対策

その
他

施 策 名 施 策 概 要 省 庁 名
プログラム分類（※）

公有地の拡大の推進に
関する法律による先買
いに係る土地を供する
ことができる用途の範
囲の拡大

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年
法律第66号）に基づく先買い制度により取得
された土地を供することができる事業の対象
に、当該土地が取得後10年を経過している等
の要件を満たす場合に限り、認定地域再生計
画に記載された事業を追加する。

総務省
国土交通省

◎

外国人研究者等に対す
る永住許可弾力化事業

質の高い研究開発の推進や当該研究開発の成
果を実用化した新規事業の創出等に取り組む
地域における、特定の研究機関等で研究等を
行う外国人研究者、情報処理技術者であっ
て、我が国への貢献が認められる者について
は、永住許可要件（在留実績期間）の緩和を
行うこととする。地域再生計画の認定を支援
の要件とする。

法務省

◎ ◎

外国人研究者等に対す
る入国申請手続に係る
優先処理事業

質の高い研究開発の推進や当該研究開発の成
果を実用化した新規事業の創出等に取り組む
地域における、特定の研究機関等で研究等を
行う外国人研究者、情報処理技術者について
は、入国・在留諸申請の優先処理を行うこと
とする。地域再生計画の認定を支援の要件と
する。

法務省

◎ ◎

科学技術振興調整費
「地域再生人材創出拠
点の形成」プログラム

将来的な地域産業の活性化や地域の社会ニー
ズの解決に向けて、科学技術を活用して地域
に貢献する優秀な人材を創出する拠点を形成
する。

文部科学省

◎ ◎

国立大学法人における
地域振興、地域貢献関
連事業（学術研究関
係）

国立大学法人が、地域における「知の拠点」
として教育研究機能の充実を図るとともに、
その力を活用して地域の活性化等に貢献しう
る意欲的な取組を支援する。

文部科学省

◎

専門的な職業系人材の
育成推進事業

社会や地域のニーズに応じて、スペシャリス
ト育成のための先導的な取組を行う専門高校
や、専門高校と地域産業界が連携して、地域
産業を担う専門的職業人を育成する地域を支
援する（学校・家庭・地域の連携協力推進事
業（補助率１／３）のメニューの一つとして
実施）。

文部科学省

◎



雇用
再生

つな
がり

再チ
ヤレ

交流
連携

産業
活性

知の
拠点

温暖
対策

その
他

施 策 名 施 策 概 要 省 庁 名
プログラム分類（※）

地域再生計画に基づく
目的別・機能別交付金
の総合的な実施

地方公共団体が、地域の自主性、裁量性の拡
大に資する次に掲げる目的別・機能別の交付
金及び法第19条第２項の地域再生基盤強化交
付金のうち、２種類以上のものの総合的な活
用を図ろうとする場合には、地域再生計画に
その旨を記載できることとする。
内閣総理大臣は、当該地域再生計画の認定を
しようとする場合には、地方公共団体の求め
に応じて、これらの交付金の交付の要件に適
合することを確認した上で、第三者の意見を
聴き、関係行政機関の長の同意を得て、当該
地域再生計画について評価を行うこととす
る。
関係行政機関の長は、次の交付金の交付に当
たって評価結果に十分配慮することとする。
＜対象となる交付金＞
・地域介護・福祉空間整備推進交付金【厚生
労働省】
・村づくり交付金、漁村再生交付金【農林水
産省】
・社会資本整備総合交付金（地域住宅支援分
野）【国土交通省】
＜評価の観点＞
事業の総合的実施による相乗効果の高さ／創
意工夫の程度など評価に際して意見を聴く第
三者は、地域政策及び行政評価の専門家及び
実務者とする。

内閣府
厚生労働省
農林水産省
国土交通省
環境省

◎

地域雇用創造推進事業 地域再生計画や各府省の支援メニュー、地方
自治体における産業振興施策との連携の下
に、自発雇用創造地域による自主性・創意工
夫ある地域の雇用創造に係る取組を促進する
ため、自発雇用創造地域内の市町村、経済団
体等から構成される協議会の提案により、求
職者の雇用機会の創出に資する能力開発や就
職促進等を内容とする事業を、国が当該協議
会等に委託して実施する。地域再生計画の認
定を支援の要件とする。

厚生労働省

◎

地域雇用戦略チーム 都道府県労働局に地域雇用戦略チームを設置
し、事業構想を策定し、又は事業構想に基づ
き事業を実施しようとする地域に対し、国や
県の関係機関や専門家によるアドバイス、地
域の関係者間の調整等の支援を行うものであ
り、地域再生計画の認定を受けたものについ
て優先採択などの重点的な支援を行う。

厚生労働省

◎

地域雇用創造実現事業 地域雇用創造推進事業を実施する地域の市町
村、経済団体等が設置した協議会に、地域ブ
ランド商品の開発や地場産品の販路開拓など
地域の産業及び経済の活性化等を通じて雇用
機会を増大させる効果が見込まれる事業を国
から委託して実施する。

厚生労働省

◎

雇用創造先導的創業等
奨励金

地域雇用創造推進事業を実施する地域の市町
村、経済団体等が設置した協議会の作成した
事業計画に基づき、地域の経済及び産業の活
性化等に先導的な役割を果たす事業を開始す
る事業主に、事業を開始するために要した費
用の一部を助成する。

厚生労働省

◎



雇用
再生

つな
がり

再チ
ヤレ

交流
連携

産業
活性

知の
拠点

温暖
対策

その
他

施 策 名 施 策 概 要 省 庁 名
プログラム分類（※）

地域若者サポートス
テーション事業

ニート等の若者に対する地域の支援拠点であ
る地域若者サポートステーションの設置拠点
を拡充する（92か所→100か所）とともに、高
校中退者等を対象とした訪問支援による学校
教育からの円滑な誘導、学力を含む基礎力向
上に向けた継続的支援に取り組むなど、ニー
ト等の若者の職業的自立支援を強化する。

厚生労働省

◎ ◎ ◎

「高齢者活力創造」地
域再生プロジェクトの
推進

（ⅰ）高齢者と子供との共生型サービス等、
地域における包括的なサービスを推進する事
業。（地域介護・福祉空間整備推進交付金）
（ⅱ）高齢者保健福祉の増進の観点から実施
する高齢者支援システムの構築や介護予防の
推進など、各種の先駆的・試行的事業に対し
て支援を行う老人保健健康増進等事業の実施
に当たっては、認定地域再生計画を踏まえ地
方の大学と連携したものについては一定程度
配慮する。

厚生労働省

◎

農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金

地方公共団体が地域の自主性と創意工夫によ
り、定住者や滞在者の増加などを通じた農山
漁村の活性化を図る計画を作成し、その実現
に必要な施設整備等の総合的取組を交付金に
より支援する。

農林水産省

◎ ◎ ◎

地域バイオマス利活用
交付金

地域で発生・排出されるバイオマス資源を可
能な限り循環利用する総合的利活用システム
を構築するため、バイオマスタウン構想の策
定やバイオマスの変換施設等の整備等を支
援。

農林水産省

◎ ◎ ◎

農山漁村活力再生・支
援事業

農村コミュニティの再生・活性化に向けて、
農村と地域企業との連携による農業分野だけ
にとどまらない新たな事業の創出など、農村
の地場資源と地元人材等を活かした多様な主
体による地域連携活動を進めるため、体制整
備や普及啓発、調査検討、人材育成など、民
間団体による地域づくりの取組を支援する。

農林水産省

◎ ◎ ◎

広域連携共生・対流等
推進交付金

都会の若者の長期農業等ボランティア活動の
全国的普及推進の取組や、都道府県を越えた
広域的な連携の先導的取組等の共生・対流を
活性化するための広域連携プロジェクト等を
支援する。地域再生計画の認定を受けた自治
体が当該プロジェクトに参加する場合、公
募・選定に当たり配慮する。

農林水産省

◎

広域連携共生・対流等
整備交付金

都道府県を越えた広域的な連携の先導的取組
を実現するために必要な施設等の整備をす
る。地域再生計画の認定を受けた自治体が当
該先導的取組に参加する場合、公募・選定に
当たり配慮する。

農林水産省

◎



雇用
再生

つな
がり

再チ
ヤレ

交流
連携

産業
活性

知の
拠点

温暖
対策

その
他

施 策 名 施 策 概 要 省 庁 名
プログラム分類（※）

漁業担い手確保・育成
対策事業

漁業への就業情報の提供、就業準備講習会や
就業相談会の開催、就業に必要な実務研修の
充実等により、漁業に就業するための各段階
に応じた支援を講じるとともに、水産業界と
水産高校が連携して、水産高校生による漁業
実習等を支援する。また、異業種の持つノウ
ハウや技術等を活用した漁業生産から加工・
流通・販売までの分野にわたる新たなビジネ
スの事業化を支援する。

農林水産省

◎ ◎ ◎

山村再生総合対策事業 山村再生プロジェクトは、森林資源等の山村
特有の資源を活用した新たなビジネスモデル
の創出等に向けた取組を支援することによ
り、山村地域の雇用機会の増大、定住の促進
を図る。また、流域連携プロジェクトは、都
道府県境を越える圏域の森林・林業関係者等
が連携し、地域材の利用拡大などに取り組む
活動への支援を行う。

農林水産省

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新たな農林水産政策を
推進する実用技術開発
事業

農林水産業・食品産業の発展や農林水産政策
の推進及び現場における課題の解決を図るた
め、実用化に向けた技術開発を提案公募方式
により推進する。認定地域再生計画に位置付
けられたものについては、採択に当たって一
定程度配慮する。

農林水産省

◎ ◎

未来を切り拓く６次産業
創出推進事業（地産地
消・販路拡大・価値向上）
のうち農商工等連携支援
事業

農商工等連携の取組を通じた地域経済の活性
化を図るため、農林水産業と食品産業、観光
産業、研究機関等の様々な業種・機関との連
携を促進し、国産農林水産物を活用した新商
品開発、販路拡大等の取組に対する支援を行
う。

農林水産省

◎ ◎

地域企業立地促進等補
助事業

地域の強みを活かした産業集積づくりを目指
す地方公共団体の計画的取組に対し、企業誘
致や人材育成等に対する予算措置を講ずる。
地域再生計画の認定を受けたものについて
は、採択にあたって一定程度の配慮を行う。

経済産業省

◎ ◎

対内直接投資促進地域
支援等事業

外国企業誘致等を通じた対日直接投資を促進
させるため、外国企業と自治体・企業等と海
外企業とのマッチング機会（セミナー、シン
ポジウム等）の提供を行う。また、自治体が
誘致活動を行う際の外国企業の招聘のサポー
トサービス費用の支援、特定産業や地域集積
の活性化を促進するための複数地域による海
外での誘致活動（海外での展示会への共同出
展等）支援等を行う。地域を採択する際、地
域再生計画の認定の有無を考慮する。

経済産業省

◎ ◎ ◎

地域資源活用販路開拓
等支援事業

産地の技術、農林水産物、観光資源など、地
域の特色ある産業資源を活用した商品、サー
ビスの販路開拓を目的として、組合、地域の
グループ等が行う市場調査や、商品、サービ
スの改良、展示会出展等にかかる費用の補助
を行う。地域再生計画の認定を受けたものに
ついて優先採択等について配慮する。

経済産業省

◎
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地域イノベーション創
出研究開発事業

新事業及び新産業創出による地域経済活性化
を図るため、地域の中小企業を始めとする産
学官の研究体による実用化技術の研究開発を
委託。

経済産業省

◎ ◎

ソーシャルビジネス・
コミュニティビジネス
の振興

地域の抱える社会的課題を、地域住民と協力
しながらビジネスの手法を活用して解決し、
雇用の創出にも繋がる「ソーシャルビジネ
ス、コミュニティビジネス」を振興するた
め、ソーシャルビジネスの普及啓発や事業環
境の整備等を行うとともに、ソーシャルビジ
ネスの経営サポート等を行う中間支援機関を
担う人材の育成・輩出や、ある地域において
成功したソーシャルビジネスの事業モデルや
経営ノウハウの他地域への幅広い移転・活
用、ソーシャルビジネスの担い手となる人材
の発掘・育成により、新たなソーシャルビジ
ネスを創出する事業の支援を行う。

経済産業省

◎ ◎

地域再生支援のための
「特定地域プロジェク
トチーム」の編成

地方公共団体、地元経済界、国の地方支分部
局等の横断的な議論の場（共通プラットホー
ム）を活用し、必要に応じて、国の出先事務
所・支局等も活用しつつ、地方支分部局の担
当課長等からなる「特定地域プロジェクト
チーム」を編成し、市町村と一体となって具
体のプロジェクトの実現を支援する。

国土交通省
総務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
環境省
内閣府

◎

地域再生等に資する実
用化技術の研究開発助
成

建設以外の他分野を含めた連携を進め、広範
な学際領域等における建設技術革新を促進す
るための競争的資金制度。
「地域再生等に資する実用化技術の研究開発
助成」として実用化研究開発公募として、地
域のニーズ等に応じた実用化段階の技術研究
開発のテーマについて、地域の産学官連携等
による研究開発課題に対して支援を行う。地
域再生計画に位置付けられたものについては
一定程度配慮する。

国土交通省

◎

地域公共交通活性化・
再生総合事業

平成19年10月１日に施行された地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律（平成19年法
律第59号）を活用し、地域の多様なニーズに
応えるため、鉄道・バス・タクシー・旅客船
等の多様な事業に取り組む地域の協議会に対
しパッケージで一括支援する柔軟な制度によ
り、地域の創意工夫ある自主的な取組を促進
する。認定地域再生計画に位置付けられたも
のについては、補助採択に当たって一定程度
配慮する。

国土交通省

◎ ◎

訪日旅行促進事業 訪日外国人旅行者について、「将来的に3,000
万人、その第1期として2013年までに1,500万
人」との目標の達成を目指して、中国を始め
とする東アジア諸国を当面の最重点市場と位
置付け、PDCAサイクルを活用しながら、大規
模かつ効果的な海外プロモーションを展開す
る。
なお、ビジット・ジャパン・キャンペーン地
方連携事業の選定に当たっては地域再生計画
に位置付けられたものについては一定程度配
慮する。

国土交通省

◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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「コミュニティ・レー
ル」化への支援（幹線
鉄道等活性化事業（総
合連携計画事業））

潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市や
その近郊路線等について、総合連携計画に基
づきハード・ソフト一体で大幅な利便性向上
等を図る「コミュニティ・レール」化に係る
施設整備を支援する。

国土交通省

◎

低炭素地域づくり面的
対策推進事業

歩いて暮らせる環境負荷の小さいまちづくり
（コンパクトシティ）の実現に向け、公共交
通の利用促進や風の道等の自然資本の活用、
未利用エネルギーの活用等の面的な対策を推
進するため、CO２削減シミュレーションを通
じた実効的なCO２削減計画の策定や、計画に
位置づけられた事業の実施を支援する。地域
再生計画の認定を受けたものについて、モデ
ル事業の選定に際し、一定程度配慮する。

環境省

◎

補助対象施設の有効活
用

補助対象財産を有効に活用した地域再生を支
援するため、社会経済情勢の変化等に伴い需
要の著しく減少している補助対象財産の転用
を弾力的に認めるとともに、手続を簡素合理
化することとし、法第21条により、認定地域
再生計画に基づき、補助対象財産を補助金等
の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、又は担保に供する場合に
おいては、地域再生計画の認定を受けたこと
をもって、補助金等適正化法第22条に規定す
る各省各庁の長の承認を受けたものとして取
り扱い、転用を認めることとする。用途や譲
渡先について差別的な取り扱いをしないこと
及び国庫納付を求めないこととする。

全府省庁

◎
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